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４．母子，成人，老人保健などに関する試験検査

１）年間取扱件数

平成16年度の母子，成人，老人保健などに関する試験検査の取扱検体数及び検査項目数は，表４－１のとおりである。

表４－１ 母子，成人，老人保健などに関する試験検査取扱件数

取扱 検査 平成16年 平成17年

検体数 項目数 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

先天性代謝異常 14,005 96,141 1,113 1,159 1,189 1,133 1,263 1,145 1,102 1,173 1,228 1,155 1,178 1,167

神経芽細胞腫 14 56 14 - - - - - - - - - - -

血液検査 1,682 30,276 140 120 182 152 144 156 152 159 140 87 123 127

クームス試験 - - - - - - - - - - - - - -

母乳中 ・農薬 22 220 - - - - - 22 - - - - - -PCB

計 15,723 126,693 1,267 1,279 1,371 1,285 1,407 1,323 1,254 1,332 1,368 1,242 1,301 1,294

２）先天性代謝異常症などの検査

臨床部門

（１）目的

先天性代謝異常症については300種以上知られているが，

厚生労働省はこれらの疾患のうち，早期発見で治療可能な

先天性甲状腺機能低下症（クレチン症），先天性副腎過形

成症，フェニルケトン尿症，メープルシロップ尿症，ホモ

シスチン尿症及びガラクトース血症の６疾患についてマス

・スクリーニング対象疾患と指定している。

本市においても母子保健対策の一環として心身障害発生

予防のために，新生児について上記６疾患のマス・スクリ

ーニングを行い早期発見に努めている。

（２）方法

京都市内の医療機関から郵送された血液ろ紙（生後５～

７日の新生児の足の裏から採血し，ろ紙にしみこませた後，

乾燥したもの）を用いて検査を行った。

検査項目のうちフェニルケトン尿症，ホモシスチン尿症，

メープルシロップ尿症については，血中アミノ酸濃度を枯

草菌と阻害剤との組合せによって寒天プレート上で半定量

的に測定した（ガスリー法）。

ガラクトース血症については，ボイトラー法とペイゲン

－吉田法を用いて行った。

また，クレチン症及び については，先天性副腎過形成症

法を用いて各々甲状腺刺激ホルモン( )及びELISA TSH

17α 水酸化プロゲステロン(17α )の濃度を測定した。- -OHP

（３）結果

①初検の検体取扱件数は13,365件であり，昨年度に比べ

45件減少した。

②初検において疑陽性又は検査不能検体などで再採血を依

頼した延件数は640件であり，昨年度に比べて73件増加し

た（表４－２）。

表４－２ 先天性代謝異常などの検査

平成16年度

検体取扱件数 正常 陽性 再採血要請

初 検 13,365 12,717 8 640

再 検 640 591 43 6

計 14,005 13,308 51 646

③再採血を依頼した疑陽性394件の中で最も多かった疾患

はクレチン症248件(62.9％)であり，次いで先天性副腎過

形成症110件(27.9％),ガラクトース血症25件(6.4％)，メ

ープルシロップ尿症４件(1.0％)，ホモシスチン尿症４件

(1.0％)，フェニルケトン尿症の３件(0.8％)であった（表

４－３）。

表４－３ 疑陽性，陽性疾病別内訳

平成16年度

疾 病 別 疑陽性 陽性

フェニルケトン尿症 3 0

メープルシロップ尿症 4 0

ホモシスチン尿症 4 0

ガラクトース血症 25 3

クレチン症 248 40

先天性副腎過形成症 110 8

計 394 51



- -28

④初検の段階でクレチン症の６件，先天性副腎過形成症の

２件が高値のためにスクリーニング陽性と判定された。ま

た，再検の結果から陽性と判定したものは43件(クレチン

症34件，先天性副腎過形成症６件，ガラクトース血症３

件)であり，これらの陽性者については医療機関に連絡の

うえ精密検査を実施することになった。

⑤血液量不足などの理由のため再採血を依頼した検体315

件では，出生後１月または体重2,500 になった時点で再g

採血が必要である未熟児（出生時体重2,000 以下）が265g

件（84.1％）で最も多かった（表４－４）｡

表４－４ 検査不能検体など内訳

平成16年度

理 由 件 数

血液量不足 33

採血後10日以上経過 7

血液ろ紙汚染 0

乾燥不良 0

出生後４日以内に採血 4

阻害作用のため判定不能 3

重ねづけのため判定不能 3

未熟児 265

計 315

３）神経芽細胞腫検査

臨床部門

（１）目的

神経芽細胞腫のマス・スクリーニングは，昭和47年から

３歳児を対象に手がけ，昭和49年度からは対象を６か月児

として検査されてきたが，平成16年５月より検査を休止し

ている。

当初，スクリーニングはスポット法を用いて行われてい

たが，昭和60年11月からは高速液体クロマトグラフィー

( )による検査法を用いたスクリーニングを実施してHPLC

いる。

（２）方法

各家庭から郵送された６ヶ月児の尿（尿道口にあてた脱

脂綿より，容量5.0 の防腐剤入りポリエチレン製採尿容ml

器に吸い取ったもの）を用いて，当研究所年報 .69の方No

法で検査を行った。 による測定後，対クレアチニンHPLC

比を算出し，カットオフ値（ 16, 26 ）VMA HVA Crμg/mg

以上については再採尿を依頼し，再検査で再びカットオフ

値を超えた場合は，スクリーニング陽性とした。

（３）結果

①検体取扱件数は初検体14件，再検体０件であった。

②初検及び再検により正常と判定されたものは14件であっ

た(表４－５）。

）血液の一般及び生化学的検査４

臨床部門

（１）目的

高齢者人口が増加しつつある社会状況の中で，生活習慣

病の早期発見と保健指導の徹底を図り住民の健康を守るこ

とは保健行政を推進していく上で重要な施策の一つである。

このような観点から，保健福祉局健康増進課では基本健

康診査（基本健診）事業に取り組んでいるが，そのうち保

健所で実施される基本検診の血液検査については当部門で

行っている。

（２）方法

①受診対象者

基本健診は40歳以上の成人男女を対象に，それぞれ当該

保健所において採血を行った。

②検査方法及び検査項目

血液学的検査には多項目自動血球計数装置（東亜医用電

子株式会社 4500）を用いて赤血球数 ( )，Sysmex K RBC

白血球数( )，血色素量( )，ヘマトクリット値WBC Hgb

( )，血小板数( ）の測定を行った。生化学的検査にHt PLT

は自動分析装置（日立製作所，7150型）を用いて総コレス

テロール( ), コレステロ－ル( ),中性脂肪CHO HDL HDL-C

( ),総蛋白( ),アスパラギン酸アミノトランスフェラTG TP

ーゼ( ),アラニンアミノトランスフェラーゼAST:GOT

( )，アルカリフォスファターゼ ( )，γ グルALT:GPT ALP -

タミルトランスペプチダーゼ(γ ),アミラーゼ( )，-GTP AMY

血糖（食後10時間以上又は未満)，クレアチニン( )，CRE

尿酸( )の12項目の測定を行った。また，平成９年４月UA

から全自動グリコヘモグロビン測定装置（アークレイ，

表４－５ 神経芽細胞腫検査結果

平成16年度

再採尿要請
検体取扱件数 正常 陽性

疑陽性 検査不能

初検 14 14 0 0 0

再検 0 0 0 0 0

計 14 14 0 0 0
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8150）を用いてヘモグロビン （ ）の測定を実HA- A c HbA c1 1

施している。京都府医師会基本健康診査委員会により判定

基準の見直し，検討が行われ，その結果に基づき平成14年

４月より実施している各検査項目の測定法と基準値を表４

－６に掲げる。

表４－６ 測定法及び基準値

検査項目 測定方法 基準範囲

RBC DC検出法 400～570×10 / ℓ(男性）
４

μ

360～500×10 /μℓ(女性）
４

WBC DC検出法 39.0～98.0×10 /μℓ(男性）
2

35.0～91.0×10 /μℓ(女性）
2

Ht 赤血球パルス波高値検出法 38.0～54.0％ （男性）

34.0～47.0％ （女性）

Hgb SLSヘモグロビン法 13.0～18.0g/ （男性）å

11.3～16.0g/ （女性）å

PLT DC検出法 12.0～36.0×10 /μℓ
４

åCHO 酵素法 130～199mg/

åHDL-C 酵素法 40～100mg/

åTG 酵素法 40～149mg/

åTP ビウレット法 6.5～8.3g/

GOT(AST) JSCC標準化対応法 8～40IU/ℓ

GPT(ALT) JSCC標準化対応法 4～45IU/ℓ

ALP JSCC標準化対応法 110～354IU/ℓ

γ-GTP JSCC標準化対応法 84IU/ℓ以下 （男性）

48IU/ℓ以下 （女性）

AMY BG5P基質法 38～136IU/ℓ

(食後10時間以上)血糖 ヘキソキナーゼﾞ酵素法 60～109mg/å

(食後10時間未満)～139mg/å

HbA 高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ法 4.3～5.8％1c

CRE 酵素法 0.5～1.3mg/ （男性）å

0.4～1.2mg/ （女性）å

UA ウリカーゼ酵素法 7.0mg/ 以下å

（３）結果

本年度の基本健診の検体受付件数は1,682件であり（表

４－１）昨年度より43件減少した。

５）クームス試験

臨床部門

（１）目的

日本人には 式血液型陰性の人の割合が非常に少なく，Rh

流・死産を繰り返す妊婦ではあらかじめ 式血液型を判Rh

定しておいて出産時に備える必要がある。保健所では妊産

婦の 式血液型判定を行っているが，判定の紛らわしいRh

もの及び陰性と判定されたものについては，当部門でクー

ムス試験による確認を行っている。

（２）結果

平成16年度は 確認試験の依頼はなかった。Rh

６）母乳中の 及び有機塩素系農薬の検査PCB

生活衛生部門

（１）目的

母子衛生に役立てるために，また，環境汚染の一つの指

標として，健康増進課の依頼により，出産後４ヶ月前後の

授乳中の産婦を対象として母乳中の 及び有機塩素系PCB

農薬の分析を行っている。

（２）方法

旧厚生省の「母乳中の残留有機塩素剤の検査法」などに

準じて行っているが，分析法の改善のためゲル浸透カラム

クロマトグラフィー（ ）でクリーンアップし，測定にGPC

はガスクロマトグラフ及び質量分析計付きガスクロマトグ

ラフを用いて分析した。

（３）結果

母乳22検体について などの検査を行った。測定結PCB

果の平均値と範囲並びに過去５年間の平均値を表４―７に

示した。

旧厚生省の厚生科学研究「母乳中のダイオキシン類に関

する調査」（平成９～10年）によると，平成10年度の母乳

中の有機塩素系農薬の全国平均は総 が0.0051，総BHC

0.0074，ディルドリン0.00018 であった。京都市DDT ppm

の今年度の値はその全国平均を下回り，過去５年間を通じ

て同じレベルで推移している。

また，大阪府の調査（大阪府立公衆衛生研究所報）によ

ると， の母乳中濃度はここ数年0.01 前後で推移PCB ppm

しており，京都市の結果はその数値を下回っている。

日本では が昭和46年に使用禁止， が昭和47年BHC PCB

に生産禁止，昭和49年に使用禁止， ，ディルドリンDDT

が昭和56年に使用禁止となった。ここ最近はこれらが使用

されなくなった年以降に生まれた母親が検査の対象となり，

また，食品中のこれらの残留濃度も低くなったため，今後

も低レベルの傾向が続くものと推測される。

表４－７ 母乳中のPCB及び有機塩素系農薬の検査結果

（単位：全乳あたりの ）ppm

平成16年度 平成11～15年度

測定物質名等 最低値 最高値 平均値 平均値

0.001 0.012 0.004 0.005PCB
総 0.000 0.004 0.001 0.003BHC
総 0.001 0.021 0.006 0.006DDT
ディルドリン 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

乳脂肪（％） 1.58 5.55 3.59 3.61


